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二
〇
二
〇

平
城
宮
跡
資
料
館
秋
期
特
別
展

第
Ⅰ
期

一
〇
月
一
〇
日
（
土
）

－

一
〇
月
二
五
日
（
日
）

地
下
の
正
倉
院
展

【
重
要
文
化
財

長
屋
王
家
木
簡
】

第
Ⅱ
期

一
〇
月
二
七
日
（
火
）

－

一
一
月

八
日
（
日
）

第
Ⅰ
期
展
示
木
簡

第
Ⅲ
期

一
一
月
一
〇
日
（
火
）

－

一
一
月
二
三
日
（
月
）

＊
木
簡
は
三
期
に
分
け
て
展
示
し
ま
す
。

※
本
解
説
シ
ー
ト
で
は
、
今
回
の
展
示
に
あ
た
り
再
検
討
し
た

結
果
、
既
報
告
の
釈
文
を
改
め
て
い
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

長
屋
王
の
家
族

１

長
屋
王
を
「
親
王
」
と
表
記
す
る
ア
ワ
ビ
の
「
贄
」
の
荷
札

（
Ｓ
Ｄ
４
７
５
０
出
土
。『
平
城
宮
発
掘
調
査
出
土
木
簡
概
報
』
二
五

－

三
〇
頁
上
段
。

以
下
、
城
二
五

－
三
〇
上
の
よ
う
に
略
記
。）

長
屋
親
王
宮
鮑
大
贄
十
編長さ

二
一
四
㎜
・
幅
二
六
㎜
・
厚
さ
四
㎜

〇
三
一
型
式

長
屋
王
の
邸
宅
へ
届
け
ら
れ
た

鮑

の
荷
札
。
長
屋
王
は
、
天
武
天
皇
の

あ
わ
び

子
高
市
皇
子
を
父
に
、天
智
天
皇
の
子
御
名
部
皇
女
を
母
と
し
て
誕
生
し
た
。

た

け

ち

み

な

べ

し
た
が
っ
て
、
規
定
上
は
「
王
」
に
過
ぎ
な
い
が
、
木
簡
に
は
天
皇
の
兄
弟

や
子
を
示
す
「
親
王
」
と
記
さ
れ
る
。
ま
た
、
天
皇
ク
ラ
ス
の
人
物
に
奉
ら

れ
る
食
料
の
呼
び
名
で
あ
る
贄
を
消
費
し
て
い
た
。
こ
の
木
簡
は
、
長
屋
王

に
え

が
式
部

卿

と
い
う
役
所
の
長
官
を
つ
と
め
て
い
た
時
期
の
も
の
で
、
大
臣

し
き

ぶ

き
ょ
う

と
し
て
政
権
を
担
う
よ
り
も
ず
っ
と
前
の
も
の
で
あ
る
。
『
続
日
本
紀
』
な

ど
の
史
料
か
ら
は
う
か
が
い
知
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
事
実
が
、
こ
の
木

簡
に
は
隠
さ
れ
て
い
る
。

な
お
、
こ
の
木
簡
は
、
平
城
宮
内
の
雅
楽
寮
か
ら
長
屋
王
の
家
令
の
も
と

う

た

か

れ
い

に
送
ら
れ
た
文
書
木
簡
（
移
）
（

、
Ⅲ
期
展
示
）
と
と
も
に
、
邸
宅
の
主
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を
特
定
す
る
決
め
手
と
な
っ
た
。

２

氷
高
内
親
王
宮
宛
て
の
荷
札

（
Ｓ
Ｄ
４
７
５
０
出
土
。
城
二
一

－

三
二
下
）

（
表
）

備
後
国
葦
田
郡
葦
田
里

（
裏
）

氷
高
親
王
宮
舂
税
五
斗長

さ
一
九
三
㎜
・
幅
三
四
㎜
・
厚
さ
六
㎜

〇
三
三
型
式

備
後
国
葦
田
郡
葦
田
里
（
現
在
の
広
島
県
府
中
市
付
近
）
か
ら
、
氷
高
内

び
ん

ご

あ
し

だ

ひ

だ
か

親
王
宮
に
宛
て
た
舂
米
の
荷
札
木
簡
。
郡
・
国
を
通
じ
て
中
央
政
府
に
納

し
ょ
う
ま
い

入
す
る
通
常
の
荷
札
木
簡
で
は
、
貢
納
先
は
記
さ
な
い
が
、
長
屋
王
家
木
簡

で
は
こ
の
木
簡
を
は
じ
め
、
貢
納
先
が
示
さ
れ
る
も
の
が
散
見
す
る
。
さ
ら

に
１
で
は
、
貢
納
元
が
記
さ
れ
ず
、
貢
納
先
の
み
が
記
さ
れ
て
い
る
。
お
そ

ら
く
は
、
封
戸
か
ら
の
貢
納
で
、
納
入
先
を
強
く
意
識
し
て
い
た
、
あ
る
い

ふ

こ

は
明
示
し
て
区
別
す
る
必
要
が
あ
っ
た
た
め
で
あ
ろ
う
。

氷
高
内
親
王
は
、
後
の
元
正
天
皇
。
草
壁
皇
子
・
元
明
天
皇
の
娘
で
、
文
武

く
さ
か
べ

げ
ん
め
い

も
ん

む

天
皇
や
吉
備
内
親
王
の
兄
弟
。
吉
備
内
親
王
は
、
長
屋
王
の
正
妻
で
あ
る
。

き

び

こ
の
木
簡
が
長
屋
王
邸
か
ら
出
土
し
た
背
景
に
は
、
吉
備
内
親
王
を
介
し
て

の
関
係
性
が
あ
る
と
想
定
さ
れ
る
。
即
位
前
の
氷
高
内
親
王
の
家
政
（
宮
）

か

せ
い
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の
財
政
が
、
吉
備
内
親
王
と
深
い
関
係
を
も
っ
て
経
営
さ
れ
て
い
た
可
能
性

を
示
唆
す
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

３

山
方
王
子
へ
の
米
の
支
給
木
簡

（
Ｓ
Ｄ
４
７
５
０
出
土
。
城
二
五

－

二
七
上
）

（
表
）

山
方
王
子
進
穎
稲
米
二
升
受
余

ο

（
裏
）

女

七
日
若
麻
呂

ο

長
さ
一
一
八
㎜
・
幅
二
二
㎜
・
厚
さ
三
㎜

〇
一
一
型
式

山
方
（
形
）
王
子
に
米
を
進
め
た
こ
と
を
示
す
木
簡
。
山
方
王
子
は
、

や
ま
が
た

木
簡
に
は
「
王
子
」
「
皇
子
」
と
み
え
る
が
、
長
屋
王
の
妹
の
山
形
女
王

の
こ
と
。
吉
備
内
親
王
ら
が
「
御

所
」
「
御
許
」
と
表
記
さ
れ
邸
宅
内
の

お
ん
と
こ
ろ

お
ん
も
と

居
住
が
推
測
さ
れ
る
の
に
対
し
、
山
形
女
王
は
「
宮
」
と
表
記
さ
れ
る
例

が
あ
る
こ
と
か
ら
、
長
屋
王
に
依
存
し
つ
つ
も
、
邸
宅
外
に
独
立
し
た
住

ま
い
を
も
っ
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。

頴
稲
は
稲
穂
に
付
い
た
ま
ま
の
イ
ネ
の
こ
と
で
、
普
通
は
束
・
把
で
数

え
い
と
う

そ
く

わ

え
る
。
し
か
し
、
伝
票
木
簡
に
み
え
る
頴
（
稲
）
米
は
す
べ
て
「
升
」
を

単
位
と
す
る
。
二
升
は
現
在
の
約
九
合
（
一
・
六
二
リ
ッ
ト
ル
）
、
米
約

一
・
三
五
㎏
。
受
取
人
名
の
「
余
女
」
は
、
表
裏
に
分
か
れ
る
の
を
気
に

あ
ま
る
め

せ
ず
に
記
さ
れ
て
い
る
。
余
女
は
山
方
王
子
の
ほ
か
、
竹
野
王
子
へ
の
米

の
受
取
人
と
し
て
も
見
え
る
（
京
二

－

一
八
二
七
）
。
「
若
麻
呂
」
は
、

支
給
の
責
任
者
。
日
付
の
み
で
月
が
記
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
は
、
伝
票
木

簡
が
月
単
位
で
集
計
さ
れ
た
こ
と
を
示
唆
す
る
。

４

紀
若
翁
の
乳
母
に
関
わ
る
木
簡

（
Ｓ
Ｄ
４
７
５
０
出
土
。『
平
城
京
木
簡
』
一
、
一
五
八
号
。
以
下
、
京
一

－

一
五
八
の
よ
う
に
略
記
。）

〔
命
ヵ
〕

（
表
）

ο
移

務
所

紀
若
翁
乳
母
不
給
□

山
田
先
生
申
出

甥
万
呂

佐
官
大
夫

橡
綿

附
神
安
万
呂

（
裏
）

ο

七
月
二
日

衣
進
出
角
山
君
安
万
呂

□
□
□
少
上

長
さ
（
二
四
二
）
㎜
・
幅
一
七
㎜
・
厚
さ
四
㎜

〇
一
九
型
式

紀
若

翁

の
乳
母
に
関
わ
る
木
簡
。
紀
若
翁
は
、
天
平
九
年
（
七
三
七
）

き
の
わ
か
お
き
な

一
〇
月
に
従
五
位
下
か
ら
従
四
位
下
と
な
り
、
天
平
宝
字
五
年
（
七
六
一
）

六
月
に
従
三
位
と
な
っ
た
紀
女
王
で
、
長
屋
王
の
子
と
推
定
さ
れ
る
。
天

き
の
じ
ょ
お
う

平
九
年
一
〇
月
の
叙
位
は
、
当
時
の
人
が
天
然
痘
を
長
屋
王
の
祟
り
と
考
え
、

そ
の
霊
を
鎮
め
る
た
め
に
子
女
の
位
を
上
げ
た
も
の
と
い
う
説
が
あ
る
。

裏
面
の
山
田
先
生
は
、
山
田
史
御
方
の
こ
と
か
。
御
方
は
若
く
し
て
沙
門

や
ま
だ
の
ふ
ひ
と

み

か
た

し
ゃ
も
ん

と
し
て
新
羅
に
わ
た
り
、
の
ち
に
還
俗
。
学
業
に
優
れ
、
文
章
家
と
し
て
し

し
ら

ぎ

げ
ん
ぞ
く

ば
し
ば
賞
賛
さ
れ
た
。
漢
詩
集
『
懐
風
藻
』
に
「
長
王
宅
宴
新
羅
客
一
首

か
い
ふ
う
そ
う

并
序
」
が
伝
わ
る
。
長
屋
王
家
木
簡
の
時
代
よ
り
は
後
の
作
品
と
み
ら
れ
、

邸
宅
も
木
簡
が
見
つ
か
っ
た
左
京
三
条
二
坊
一
・
二
・
七
・
八
坪
と
は
別
の

場
所
の
可
能
性
が
あ
る
が
、
こ
の
木
簡
の
山
田
先
生
が
御
方
だ
と
す
れ
ば
、

以
前
か
ら
長
屋
王
と
交
流
が
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
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５

長
屋
王
の
妻
へ
の
米
の
支
給
木
簡

（
Ｓ
Ｄ
４
７
５
０
出
土
。
城
二
一

－

一
五
上
）

神
田
古

（
表
）

安
倍
大
刀
自
御
所
米
一
升

「
道
万
呂
」
ｏ

受
物
部
立
人

（
裏
）

御
所
進
米
五
升

九
月
十
六
日

ｏ

長
さ
二
三
三
㎜
・
幅
二
一
㎜
・
厚
さ
三
㎜

〇
一
一
型
式

安
倍
大
刀
自
に
米
を
進
め
た
こ
と
を
示
す
木
簡
。
安
倍
大
刀
自
は
、
安
倍

あ

べ
の
お
お

と

じ

（
阿
部
）
氏
出
身
の
長
屋
王
の
側
妻
。
『
万
葉
集
』
に
長
屋
王
の
娘
賀
茂
女
王

か

も

の
母
と
し
て
み
え
る
（
巻
八
―
一
六
一
三
番
歌
注
）
。
複
数
の
木
簡
に
登
場
す

る
の
で
、
長
屋
王
邸
内
に
正
妻
吉
備
内
親
王
と
と
も
に
同
居
し
て
い
た
ら
し

き

び

い
。
と
す
れ
ば
、
妻
問
い
婚
が
通
常
と
さ
れ
る
古
代
の
婚
姻
形
態
を
再
考
す

る
一
つ
の
素
材
と
な
る
。
表
裏
に
み
え
る
「
御
所
」
は
敬
称
で
、
裏
面
の
固

お
ん
と
こ
ろ

有
名
を
も
た
な
い
も
の
は
、
邸
宅
の
主
人
長
屋
王
本
人
を
指
す
も
の
と
み
ら

れ
る
。

邸
宅
内
の
活
動

靴
の
製
作
者
ら
に
米
を
支
給
し
た
木
簡

16

（
Ｓ
Ｄ
４
７
５
０
出
土
。
京
一

－

三
〇
八
）

（
表
）

須
保
弖
一
人

沓
縫
一
人

革
油
高
家
一
人

ｏ

〔
帳
内
ヵ
〕

十
一
月
四
日

（
裏
）

□
□
一
人
米
七
升

受
綾
万
呂

石
角

ｏ

長
さ
三
〇
八
㎜
・
幅
四
二
㎜
・
厚
さ
六
㎜

〇
一
一
型
式

四
人
に
あ
わ
せ
て
米
七
升
を
支
給
し
た
際
の
伝
票
木
簡
。
う
ち
一
人
は

「
沓
縫
」
と
あ
り
、
邸
内
で
靴
の
縫
製
を
行
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。「
革

く
つ
ぬ
い

油
高
家
」
は
不
明
だ
が
、
革
の
つ
や
出
し
な
ど
に
関
わ
る
か
。
木
簡
の
下
部

に
は
穿
孔
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
そ
こ
に
紐
な
ど
を
通
し
て
、
同
様
の
木
簡
を

せ
ん
こ
う

束
ね
て
管
理
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

土
器
作
り
に
従
事
し
た
女
性
に
米
を
支
給
す
る
際
の
伝
票
木
簡

17

（
Ｓ
Ｄ
４
７
５
０
出
土
。
京
一

－

三
三
三
）

（
表
）

ｏ
土
師
女
三
人
瓮
造
女
二
人
雇
人
二

〔
大
嶋
ヵ
〕

（
裏
）

ｏ
受
曽
女

九
月
六
日
三
事

□
□

長
さ
（
一
六
一
）
㎜
・
幅
二
四
㎜
・
厚
さ
二
㎜

〇
一
九
型
式

土
器
作
り
に
従
事
し
た
女
性
（
土
師
女
）
に
米
を
支
給
す
る
際
の
伝
票
木

は

じ

め

簡
。
「
瓮
」
は
、
球
形
に
近
い
胴
部
と
強
く
外
反
す
る
口
縁
部
か
ら
な
る
煮

か
め

炊
具
。「
雇
人
」
は
雇
用
人
の
こ
と
。

こ

に
ん

長
屋
王
家
で
出
土
し
た
土
師
器
に
は
、形
態
や
技
法
上
の
特
徴
な
ど
か
ら
、

特
定
の
集
団
が
集
中
的
に
製
作
し
た
一
群
が
含
ま
れ
、
木
簡
に
見
え
る
土
師

女
た
ち
が
製
作
し
た
可
能
性
が
高
い
。

カ
ギ
の
管
理
に
あ
た
っ
た
少
子
の
木
簡

18

（
Ｓ
Ｄ
４
７
５
０
出
土
。
京
一

－

二
八
七
）

〔
大
夫
ヵ
〕

（
表
）

鎰
取
少
子
「
□
□
」

「
地
地
天
而
為
」
（
重
ね
書
き
）

〔
綾
綾
綾
ヵ
〕

（
裏
）

□
□
□
□
給
被

長
さ
（
一
七
三
）
㎜
・
幅
二
六
㎜
・
厚
さ
四
㎜

〇
八
一
型
式
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少

子
は
貴
人
に
使
え
る
年
少

し
ょ
う

し

者
。
鎰
取
少
子
は
鎰
を
管
理
す

か
ぎ
と
り

る
少
子
。
習
書
が
多
く
、
木
簡

本
来
の
利
用
目
的
は
不
明
。

鎰
は
鑰
の
俗
字
で
、
一
般
に
、

や
く

閂

を
外
す
た
め
の
く
る
る
カ

か
ん
ぬ
き

ギ
を
い
う
。
「
鎰
」
字
は
、
中
国

に
は
存
在
せ
ず
、
朝
鮮
半
島
・

日
本
で
の
み
知
ら
れ
る
文
字
で
、

日
韓
の
漢
字
文
化
の
様
相
を
示

す
文
字
と
さ
れ
て
い
る
。

仏
像
製
作
者
に
米
を
支
給
し
た
木
簡

19

（
Ｓ
Ｄ
４
７
５
０
出
土
。
城
二
三

－

一
一
下
）

（
表
）

仏
造
帳
内
一
人
米
一
升
廝
一
人
米
二

ｏ

万
呂

（
裏
）

升
受
仕
丁
粳
麻
呂
八
月
十
日

ｏ

書
吏

長
さ
二
一
五
㎜
・
幅
二
八
㎜
・
厚
さ
四
㎜

〇
一
一
型
式

仏
像
の
製
作
に
あ
た
っ
た

帳

内
と

廝

に
米
を
支
給
し
た
際
の
木
簡
。

ち
ょ
う
な
い

か
し
わ
で

受
け
取
っ
た
の
は
仕
丁
の

粳

麻
呂
。
帳
内
は
、
親
王
・
内
親
王
に
付
け
ら

じ

ち
ょ
う

う
る
ち

ま

ろ

れ
た
従
者
（
ト
ネ
リ
）
。
仕
丁
・
廝
は
全
国
か
ら
徴
発
さ
れ
て
、
都
で
働
く

人
。
仕
丁
は
実
際
に
働
く
人
で
、
廝
は
そ
の
食
事
の
用
意
な
ど
に
あ
た
る
た

め
の
人
と
さ
れ
る
が
、
実
際
に
は
同
じ
よ
う
に
働
い
て
い
た
ら
し
い
。
こ
の

木
簡
で
は
、
廝
が
実
際
に
働
き
、
む
し
ろ
仕
丁
が
そ
の
食
料
調
達
に
関
わ
っ

て
い
る
。

長
屋
王
邸
で
仏
像
の
製
作
が
行
わ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
長
屋
王
家

の
盛
ん
な
宗
教
活
動
・
仏
教
と
の
関
わ
り
を
示
す
資
料
と
い
え
よ
う
。

な
お
、
長
屋
王
の
従
者
は
本
来
「
資
人
」
（
一
般
皇
族
の
従
者
）
と
書
か

し

じ

ん

れ
る
べ
き
だ
が
、
長
屋
王
家
木
簡
に
は
資
人
は
ほ
と
ん
ど
登
場
せ
ず
、
帳
内

ば
か
り
で
あ
る
。

長
屋
王
邸
宛
に
食
料
調
達
を
依
頼
す
る
文
書
木
簡

20

（
Ｓ
Ｄ
４
７
５
０
出
土
。
京
二

－

一
七
〇
八
）

二

(

表)

ｏ
移

奈
良
務
所
専
大
物
皇
子
右
処
月
料
物
及
王
子
等

(

裏)

ｏ
公
料
米
進
出

五
月
九
日
少
書
吏
置
始
国
足

附
紙
師
等

家
令

家
扶

長
さ
二
四
一
㎜
・
幅
二
八
㎜
・
厚
さ
三
㎜

〇
一
一
型
式

「
奈
良
務
所
」
は
調
査
地
の
左
京
三
条
二
坊
に
お
か
れ
た
家
政
機
関
で
あ

か

せ
い

き

か
ん

り
、
京
外
に
お
か
れ
た
長
屋
王
の
別
の
邸
宅
（
平
城
遷
都
後
ま
も
な
い
時
期

で
あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
お
そ
ら
く
は
飛
鳥
の
地
）
の
家
政
機
関
か
ら
送

ら
れ
た
米
の
請
求
状
。
移
は
令
制
下
の
文
書
様
式
の
一
つ
で
、
同
格
の
官
司

い

間
で
用
い
ら
れ
た
。
こ
こ
で
は
、
「
専
大
物
」
は
長
屋
王
（
の
食
料
）
、
「
皇

子
」
は
吉
備
内
親
王
を
指
し
、
「
二
処
（
＝
両
名
）
」
の
月
料
と
王
子
ら
の

き

び

げ
つ
り
ょ
う

公

料

米
の
請
求
を
、
お
そ
ら
く
は
奈
良
の
邸
宅
へ
向
か
う
者
に
託
し
て
送

こ
う
り
ょ
う
ま
い

っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
長
屋
王
一
家
が
調
査
地
と
は
別
の
場
所
に
出
か
け
て
い

た
こ
と
と
と
も
に
、
調
査
地
に
あ
っ
た
家
政
機
関
が
長
屋
王
家
全
体
の
食
料

管
理
を
担
当
し
て
い
た
こ
と
を
示
す
。
家
政
機
関
の
役
人
で
あ
る
家
令
（
次

か

れ
い

官
）
・
家
扶
（
第
三
等
官
）
と
と
も
に
、
直
接
に
担
当
し
た
少
書
吏
（
第
四

か

ふ

し
ょ
う
し

ょ
り

等
官
）
で
あ
る
置

始
国
足
の
名
が
み
え
る
。

お
き
そ
め
の
く
に
た
り
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長
屋
王
の
領
地

観
世
音
寺
か
ら
の
領
収
書
木
簡

31

（
Ｓ
Ｄ
４
７
５
０
出
土
。
京
二

－

一
七
三
三
）

（
表
）

観
世
音
寺
蔵
唯
那
等
申

給
遣
三
種
物

ｏ

（
裏
）

者
具
受
治
在

四
月
十
二
日

即
付
帳
内
川
瀬
造
ｏ

長
さ
三
〇
〇
㎜
・
幅
二
五
㎜
・
厚
さ
三
㎜

〇
一
一
型
式

観
世
音
寺
は
平
城
京
右
京
九
条
一
坊
十
二
坪
周
辺
に
あ
っ
た
寺
院
。
長
屋

か
ん

ぜ

お
ん

じ

王
邸
と
同
笵
の
瓦
が
出
土
し
て
お
り
、
長
屋
王
と
の
密
接
な
関
係
が
想
定

ど
う
は
ん

さ
れ
て
い
る
。
本
木
簡
は
観
世
音
寺
が
長
屋
王
の
家
政
機
関
か
ら
三
種
の
物

品
を
受
け
取
っ
た
返
抄
（
領
収
書
）
で
あ
ろ
う
。

へ
ん
し
ょ
う

唯
那
は
維
那
に
通
じ
、
ま
た
蔵
と
都
に
は
と
も
に
た
く
わ
え
る
の
意
が
あ

い

な

る
。
し
た
が
っ
て
、
蔵
唯
那
は
都
維
那
に
通
じ
、
観
世
音
寺
の
三
綱
に
相

つ

い

な

さ
ん
ご
う

当
す
る
僧
の
役
職
名
の
可
能
性
が
高
い
。

仏
教
徒
・
長
屋
王
の
活
動
の
片
鱗
が
う
か
が
わ
れ
、
ま
た
長
屋
王
家
の
財

力
の
広
が
り
を
感
じ
さ
せ
る
。

山
背
の
所
領
か
ら
の
大
根
な
ど
の
送
り
状

32

（
Ｓ
Ｄ
４
７
５
０
出
土
。
京
二

－

一
七
五
四
）

大
根
四
束

遣
諸
月

（
表
）

山
背
薗
司

進
上

交
菜
二
斗

（
裏
）

和
銅
七
年
十
二
月
四
日

大
人

長
さ
二
五
五
㎜
・
幅
三
〇
㎜
・
厚
さ
四
㎜

〇
一
一
型
式

山
背
薗
か
ら
大
根
な
ど
を
進
上
し
た
際
の
進
上
状
。
大
根
の
「
根
」
字

や
ま
し
ろ
の
そ
の

は
、
人
偏
に
艮
と
な
っ
て
い
る
。
交
菜
は
「
種
々
交
菜
」
と
書
か
れ
た
木
簡

ま

ぜ

な

も
あ
る
の
で
、
数
種
類
の
菜
っ
葉
を
混
ぜ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
日
付
の
下
に

署
名
す
る
大
人
は
、
ほ
か
の
木
簡
に
山
辺
大
人
と
み
え
る
人
物
。
和
銅
七

う

し

や
ま
べ
の

う

し

年
は
七
一
四
年
。
旧
暦
十
二
月
の
真
冬
の
日
付
で
大
根
を
貢
進
す
る
、
季
節

感
に
あ
ふ
れ
た
木
簡
で
あ
る
。

山
背
は
、
『
和

名

類
聚
抄
』
の
河
内
国
石
川
郡
山
代
郷
（
現
在
の
大
阪

わ

み
ょ
う
る
い
じ
ゅ
し
ょ
う

府
南
河
内
郡
河
南
町
）
付
近
に
比
定
さ
れ
る
。

阿
波
国
か
ら
の
鹿
の
荷
札

33

（
Ｓ
Ｄ
４
７
５
０
出
土
。
京
一

－

四
四
五
）

〔
鹿
薦
ヵ
〕北

阿
波
国
贄

長
さ
一
七
五
㎜
・
幅
二
一
㎜
・
厚
さ
五
㎜

〇
三
一
型
式

阿
波
国
（
現
在
の
徳
島
県
）
か
ら
の
贄
の
荷
札
。
現
状
で
は
墨
痕
は
き

あ

わ

わ
め
て
不
明
瞭
で
あ
る
が
、
お
そ
ら
く
「
鹿
薦
」
は
「
鹿
薦
纏
」
と
思
わ

こ
も

ま
と
い

れ
る
。
贄
と
あ
る
た
め
、
食
用
品
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
が
、
詳
細

は
不
明
。
鹿
肉
を
薦
（
マ
コ
モ
や
ワ
ラ
で
あ
ら
く
織
っ
た

筵

）
で
く
る
ん

む
し
ろ

だ
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

同
じ
遺
構
か
ら
は
、
「
阿
波
国
贄
猪
薦
纏
」
と
書
か
れ
た
荷
札
も
出
土
し

て
い
る
（
城
二
七

－

二
一
上
）
。
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伊
勢
か
ら
の
海
藻
な
ど
の
送
り
状

34

（
Ｓ
Ｄ
４
７
５
０
出
土
。
京
一

－

二
〇
七
）

〔
四
ヵ
〕

（
表
）「
伊
勢
税
司
」
進
交
易
海
藻
十
□
斤
滑
海
藻
三
百
村
□

〔
二
ヵ
〕

（
裏
）
□
銭
五
十
三
文
遺
布
六
常

和
銅
七
年
六
月
廿
□
日
□
□
連
大
田

長
さ
（
二
七
七
）
㎜
・
幅
二
五
㎜
・
厚
さ
六
㎜

〇
一
九
型
式

伊
勢
国
（
現
在
の
三
重
県
）
か
ら
の
海
藻
類
の
進
上
状
。
「
海
藻
」
は

現
在
の
ワ
カ
メ
に
、
「
滑
海
藻
」
は
現
在
の
ア
ラ
メ
に
あ
た
る
。
裏
面
の

「
常
」
は
布
の
単
位
で
、
布
一
常
は
、
長
さ
一
丈
三
尺
（
約
三
・
八
ｍ
）
、

推
定
幅
二
尺
四
寸
（
約
七
一
㎝
）
。
和
銅
七
年
は
七
一
四
年
。

長
屋
王
家
は
、
奈
良
盆
地
の
西
の
港
に
は
「
津
税
使
（

、
Ⅲ
期
展

42

示
）
」
、
東
の
港
に
は
伊
勢
税
司
を
配
し
、
東
西
の
流
通
拠
点
を
押
さ
え

て
い
た
。

丹
波
国
よ
り
送
ら
れ
た
腊
の
荷
札

35

（
Ｓ
Ｄ
４
７
５
０
出
土
。
京
一

－

四
三
八
）

（
マ
ヽ
）

交
易

贄
一
斗
五
升

丹
波
国
何
鹿
高
津
里

持
丁
高
津
公
石
寸

長
さ
二
八
二
㎜
・
幅
三
七
㎜
・
厚
さ
四
㎜

〇
三
一
型
式

丹
波
国
何
鹿
郡
高
津
里
（
現
在
の
京
都
府
綾
部
市
高
津
町
・
福
知
山
市
観

た
ん

ば

い
か
る
が

た
か

つ

音
寺
付
近
）
よ
り
送
ら
れ
た
贄
（
神
へ
の
供
物
や
共
同
体
の
首
長
へ
の
貢
納

に
え

物
を
起
源
と
す
る
税
目
の
一
種
）
の
荷
札
で
、
品
目
は
腊
。
腊
は
干
物
や

き
た
い

乾
肉
の
こ
と
で
、
各
種
の
魚
肉
や
鹿
の
よ
う
な
獣
肉
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
も
の

が
あ
る
が
、
こ
の
木
簡
か
ら
は
原
材
料
は
わ
か
ら
な
い
。
一
斗
五
升
は
、
現

在
の
六
升
七
合
五
分
程
度
に
相
当
。
交
易
（
＝
市
な
ど
で
の
購
入
）
に
よ
り

調
達
さ
れ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
お
り
、
「
持
丁
」
高
津
公
石
寸
は
そ
の
運
搬

た
か
つ
の
き
み
い
わ

れ

者
で
あ
る
。
里
名
と
同
じ
ウ
ジ
名
と
「
公
」
の
カ
バ
ネ
を
も
つ
石
寸
は
、
現

地
の
有
力
者
と
推
定
さ
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
交
易
に
よ
る
贄
の
調
達
に
も
現

地
の
有
力
者
が
関
与
し
て
い
た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
、
こ
の
木
簡
は
、
長
屋

王
の
実
力
を
物
語
る
も
の
と
も
い
え
る
だ
ろ
う
。

長
屋
王
邸
そ
の
後

長
門
国
か
ら
の
地
子
米
の
荷
札

46

（
Ｓ
Ｅ
４
８
８
５
出
土
。
京
一

－

一
二
四
）

厚
狭
郡
地
子
米
五
斗

長
さ
一
五
三
㎜
・
幅
二
九
㎜
・
厚
さ
三
㎜

〇
三
二
型
式

地
子
米
に
付
け
ら
れ
た
荷
札
。「
厚
狭
郡
」
は
、『
和
名
類
聚
抄
』
の
長
門

じ

し

あ

つ
さ

わ

み
ょ
う
る
い
じ
ゅ
し
ょ
う

な

が

と

国
厚
狭
郡
（
現
在
の
山
口
県
山
陽
小
野
田
市
・
宇
部
市
付
近
）
に
あ
た
る
。

五
斗
は
現
在
の
二
斗
二
升
五
合
ほ
ど
で
、
約
三
四
㎏
。

地
子
と
は
、
諸
国
で
口
分
田
を
班
給
し
た
後
に
余
っ
た
田
地
を
百

姓
（
農

く
ぶ
ん
で
ん

ひ
ゃ
く
せ
い

民
）
に
貸
し
付
け
、
そ
の
対
価
と
し
て
納
め
ら
れ
た
米
の
こ
と
を
指
す
。
諸

国
で
徴
収
さ
れ
た
地
子
は
基
本
的
に
都
の
太
政
官

厨

家
に
納
入
さ
れ
、
役

だ

じ
ょ
う
か
ん
ち
ゅ
う

け

人
の
常
食
（
給
食
）
な
ど
に
充
て
ら
れ
た
。

は
、
左
京
三
条
二
坊
一
坪
が
、
長
屋
王
邸
で
な
く
な
っ
て
か
ら
の
井
戸

46
か
ら
出
土
し
た
。

共
伴
土
器
の
な
か
に
「
官
厨
」
と
記
さ
れ
た
墨
書
土
器

き
ょ
う
は
ん

が
存
す
る
こ
と
な
ど
と
あ
わ
せ
て
、
奈
良
時
代
後
半
に
は
こ
の
地
は
太
政
官

厨
家
と
な
っ
て
い
た
と
見
な
す
説
が
有
力
で
あ
る
。
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【
木
簡
が
見
つ
か
っ
た
遺
構
】

Ｓ
Ｅ
４
８
８
５
（
展
示
番
号

）

一
九
八
八
年

46

天
平
元
年
（
七
二
九
）
ま
で
長
屋
王
邸
の
一
角
だ
っ
た
平
城
京
左
京
三
条
二
坊
一

坪
の
南
辺
で
検
出
し
た
井
戸
。
縦
板
組
み
・
隅
柱
横
桟
ど
め
の
方
形
井
戸
で
、
約
七

五
㎝
四
方
、
深
さ
は
二
・
九
ｍ
ほ
ど
。
木
簡
は
、
井
戸
枠
内
の
埋
土
か
ら
一
点
、
井

戸
の
据
付
掘
方
か
ら
一
点
出
土
し
た
。
井
戸
枠
内
の
埋
土
か
ら
と
も
に
出
土
し
た

す
え
つ
け
ほ
り
か
た

土
器
は
、
奈
良
時
代
半
ば
か
ら
後
半
に
か
け
て
の
時
期
に
属
す
る
。
一
坪
に
太
政

だ

じ
ょ
う

官
厨

家
の
存
在
が
想
定
さ
れ
て
い
る
時
期
の
遺
構
で
あ
る
。

か
ん
ち
ゅ
う

け

Ｓ
Ｄ
４
７
５
０
（
展
示
番
号
１
、
２
、
３
、
４
、
５
、

、

、

、

、

、

、

16

17

18

19

20

31

、

、

、

）

一
九
八
八
・
八
九
年

32

33

34

35

平
城
京
左
京
三
条
二
坊
一
・
二
・
七
・
八
坪
で
見
つ
か
っ
た
左
大
臣
長
屋
王
の
邸

宅
の
う
ち
、
八
坪
東
南
隅
に
東
面
築
地
塀
の
内
側
に
沿
っ
て
掘
ら
れ
た
南
北
溝
状
の

つ
い

じ

べ
い

ゴ
ミ
捨
て
土
坑
。
幅
三
ｍ
、
深
さ
一
ｍ
。
総
延
長
は
約
二
七
・
三
ｍ
。
平
城
遷
都
か

ら
ま
も
な
い
時
期
の
、
貴
族
の
家
政
機
関
の
資
料
と
い
う
他
に
類
例
の
な
い
木
簡
が

出
土
し
た
。
長
屋
王
が
式
部
卿

を
務
め
て
い
た
霊
亀
二
年
（
七
一
六
）
後
半
の
、

し
き

ぶ

き
ょ
う

邸
内
に
お
け
る
米
支
給
の
伝
票
木
簡
を
主
体
と
す
る
。
木
簡
は
、
約
三
万
五
千
点
（
う

ち

削

屑
約
二
万
九
千
点
）
が
出
土
し
た
。
（
奈
良
文
化
財
研
究
所
史
料
研
究
室
）

け
ず
り
く
ず

長屋王邸の遺構

長屋王邸の位置図
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【
木
簡
の
型
式
分
類
と
そ
の
説
明
】

〇
一
一
型
式

長
方
形
の
材
の
も
の

〇
一
五
型
式

長
方
形
の
材
の
側
面
に
穴
を
穿
っ
た
も
の

〇
一
九
型
式

一
端
が
方
頭
で
他
端
は
折
損
・
腐
蝕
で
原
形
が
失
わ
れ
た
も
の

〇
二
一
型
式

小
型
矩
形
の
も
の

〇
二
二
型
式

小
型
矩
形
の
材
の
一
端
を
圭
頭
に
し
た
も
の

〇
三
一
型
式

長
方
形
の
材
の
両
端
の
左
右
に
切
り
込
み
を
い
れ
た
も
の

方
頭
・
圭
頭
な
ど
種
々
の
作
り
方
が
あ
る

〇
三
二
型
式

長
方
形
の
材
の
一
端
の
左
右
に
切
り
込
み
を
い
れ
た
も
の

〇
三
三
型
式

長
方
形
の
材
の
一
端
の
左
右
に
切
り
込
み
を
い
れ
、
他
端
を
尖

ら
せ
た
も
の

〇
三
九
型
式

長
方
形
の
材
の
一
端
の
左
右
に
切
り
込
み
が
あ
る
が
、
他
端
は

折
損
・
腐
蝕
な
ど
に
よ
っ
て
原
形
の
失
わ
れ
た
も
の

〇
四
一
型
式

長
方
形
の
材
の
一
端
の
左
右
を
削
り
、
羽
子
板
の
柄
状
に
作
っ

た
も
の

〇
四
三
型
式

長
方
形
の
材
の
一
端
を
羽
子
板
の
柄
状
に
作
り
、
残
り
の
部
分

の
左
右
に
切
り
込
み
を
い
れ
た
も
の

〇
四
九
型
式

長
方
形
の
材
の
一
端
を
羽
子
板
の
柄
状
に
し
て
い
る
が
、
他
端

は
折
損
・
腐
蝕
な
ど
に
よ
っ
て
原
形
の
失
わ
れ
た
も
の

〇
五
一
型
式

長
方
形
の
材
の
一
端
を
尖
ら
せ
た
も
の

〇
五
九
型
式

長
方
形
の
材
の
一
端
を
尖
ら
せ
て
い
る
が
、
他
端
は
折
損
・
腐

蝕
な
ど
に
よ
っ
て
原
形
の
失
わ
れ
た
も
の

〇
六
一
型
式

用
途
の
明
瞭
な
木
製
品
に
墨
書
の
あ
る
も
の

〇
六
五
型
式

用
途
未
詳
の
木
製
品
に
墨
書
の
あ
る
も
の

〇
八
一
型
式

折
損
、
腐
蝕
そ
の
他
に
よ
っ
て
原
形
の
判
明
し
な
い
も
の

〇
九
一
型
式

削
屑


